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韓国特許制度 最新の動向 

 １．方法の発明の実施行為として「方法の使用を申し出る行為」を追加 
－ •施行日： 2020年3月11日

•内容

方法の発明の実施行為に、「方法の使用を申し出る行為」が含まれることになる。 

特許権の効力は、「特許権または専用実施権を侵害するということを知りながら」その方法の使用を申し出る行為にのみ及ぶ。 

従って、今回の改正特許法によって、今後は、プログラムのオンライン伝送に対して権利行使が可能な範囲が広がるものと期待される。 

【注】従来、韓国特許法では「記録媒体に記録されたプログラム」のみが特許の対象として認められていた。 

２．フリータイプ明細書の提出、及び、匿名での情報提供を含む特許法施行規則改正令案を発表 
－ •施行日： 政府部署の内部論議が終わり次第、2020年初めに公布される可能性があり、その後、施行日が確定する予定。

•内容

1. 請求の範囲の提出猶予制度を利用する場合に、フリータイプの臨時明細書を出願時に添付することが可能になる。スキャンファイル等の電子文
書を提出することも可能になり、さらには、英語で作成された臨時明細書で出願することも可能になる。ただし、出願日から1年2カ月になる日まで
には請求の範囲を提出し、かつ、この時に臨時明細書の各事項を書式に合わせて補正しなければならない。出願日から1年2カ月になる日までに

請求の範囲を提出しなければ、出願は取り下げたものとみなされる。また、請求の範囲の提出猶予制度を用いる場合には出願時の審査請求が不
可能である。
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